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～継続的に発展し続ける茶業界の育成のために～ 

 

第１章 ＧＡＰ
ギ ャ ッ プ

とは？ 

 

１．言葉の説明 

ＧＡＰとは、英語のGood
グ ッ ド

 Agricultural
ア グ リ カ ル チ ュ ア ル

 Practice
プ ラ ク テ ィ ス

の略であり、ＦＡＯ（国連食糧農業機関）においては、

『ＧＡＰとは、経済性、社会性、環境的な持続可能性に配慮した上で、安全で健康的な食品や農産

物を生産するために、圃場と収穫後の工程で適用される一連の原則・指針である』 、また、農林水

産省では、「農業生産工程管理」と定義しています。 

簡単に言えば、ＧＡＰとは、“良い農業のやり方”ということです。“良い”とは、農業事業者として法

規制及び最低限のマナーを遵守している状態を指します。従って、差別化した品質やブランドを語る

前の土台がＧＡＰと言えます。 

ＧＡＰという言葉は知らなくても、“良い農業のやり方”を日頃から実践していれば、それがＧＡＰその

ものであるといえます。 

 

また、ＧＡＰは、残留農薬や異物混入に代表される“食の安全”ばかりが注目されがちですが、その

他の持続可能な農業経営に必要となる側面も取扱います。労働安全に配慮を欠き、怪我で農業経

営が継続出来なくなれば、顧客や家族等に迷惑や心配をかけます。また、環境への配慮を欠き、化

学資材を多投し、土・水・生態系等の環境に負荷をかけ過ぎれば、将来的に農業経営の継続が困

難になるだけでなく、産地をダメにしてしまうことも考えられます。従って、ＧＡＰの、“持続可能な農業

経営”というキーワードは、非常に重要であることを認識しましょう。 

 

�

　　　社会的責任の実現
  ・安全な茶、信頼できる販売管理
   ・環境に配慮した農業
   ・作業の安全と適切な労働環境

～　持続可能な農業　～

本当の競争

事業者として
当然実施すべきこと

消
費
者
の
視
点

おいしさ

価格訴求

ブランド

【　G　A　P　】
＝

良い農業のやり方
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２．ＧＡＰの基本的な考え方 

ＧＡＰは、良い農業を実践するために、茶の生産工程に潜むリスクを検討し、そのリスクを排除、低

減させるために、あらかじめ対策やルールを決めて対処していくというのが、基本的な考え方となりま

す。リスクは、①食の安全 ②環境への配慮 ③労働安全と福祉 ④農場経営と販売管理 のそれ

ぞれにおいて様々なことが考えられます。以下に、生産工程に潜むリスクのイメージを示します。 

 

【生産工程に潜むリスク】 

栽培 摘採 生葉運搬 荒茶製造

お茶の安全 環境への配慮

労働者の安全・福祉 販売・経営

残留農薬

重金属
病原菌・カビ

ｶﾞﾗｽ・金属・ﾌﾟﾗ片・塗装片・昆虫等

廃棄物
温暖化

水資源 水質汚濁

刃物機械

暑さ・寝不足
農薬散布

巻き込み

クレーム対応

表示・重量
機械異常

生産性・効率人材・力量

販売先の確保

使用水

転落

毒蛇・蜂・ヒル 自然災害・鳥獣被害

耕作放棄
生物多様性

騒音
農薬の飛散

機械油・殺鼠剤・洗剤

組織の団結力

運送・引渡

 

 

例えば、“お茶の安全”の残留農薬リスクを考えた場合、これまでも生産履歴の記帳を実践して

“農薬使用”という工程を管理してきました。これも立派なリスク検討に基づく工程管理といえるでしょ

う。しかしながら、前回行った農薬散布の残液が散布機やホース等に残っていることに対するリスクや、

環境面で言えば、農薬タンクの残液処理を水系に近いところで実施することに対するリスク等をしっか

りと認識して管理していない方もいると思います。 ＧＡＰは、これらのリスクへの“気付き”を管理点と

して与えてくれます。リスクがあるのであれば、対応策を検討して実施します。対応策には、ハード的

に対応するものもあるでしょうし、点検・修理・清掃等ソフト的に対応するものもあるでしょう。 

 また、リスクは年々変化するものです。設備の経時劣化もあるでしょうし、顧客要求の見直しもある

かもしれません。定期的なリスク検討と対応策の確認による継続的改善が必要となります。 

 

３．ＧＡＰは世界の潮流 

 元々ＧＡＰは、ユーレップＧＡＰという名称で、ＥＵ圏内での標準化された青果物調達基準として誕
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生しました。その後、ＥＵ圏外からの輸入農産物に対しても必須の要求となり、現在ではグローバルＧ

ＡＰという名称で広く普及しています。また、チャイナＧＡＰ・メキシコＧＡＰ等、国独自のＧＡＰを制定し

て適切な農業振興を図ると共に、グローバルＧＡＰと同等性を確保してＥＵ圏への輸出に対応してい

る国も多くなってきました。ＧＡＰは、グローバル化した現在の農産物流通においては、必要不可欠な

ものとして認識されつつあります。 

これまで国産農作物は安価な輸入農産物に対抗するため、国産だからということで安全性をアピ

ールしてきましたが、リスク検討を経て科学的な安全性の根拠を持った輸入農産物が反撃に転じて

きた場合、漠然と国産だから安全という言い方は通用しません。 

小売りに価格競争力が求められる中で、輸入農産物や輸入農産物加工品が増加しつつあります。

それらの輸入品に国産農産物が対抗するためにも、国際的に通用するレベルのＧＡＰへの取組が必

要となります。ＧＡＰは輸出のためだけではなく、国内農業を守るためにも必要なのです。 

 

４．日本のＧＡＰは？ 

ＧＡＰ手法は生産者の農業経営の発展のための支援ツールとして、また、買手側の調達基準とし

て広く普及し活用されるようになってきました。 

その中でも、ＪＧＡＰは日本の標準的なＧＡＰとして普及しています。現在ＪＧＡＰは、ＮＰＯ法人日

本ＧＡＰ協会が実施基準の開発と普及活動を実施しており、協会の理事メンバーは、生産者サイドと

流通・消費者サイドからバランスよく構成されています。農作物別基準として【青果物】【穀物】【茶】を、

また、団体で取組む場合の組織運営基準として【団体事務局用】を発行しています。 

一方、各自治体やJA等では、認証制度のあるもの、ないものを含め、独自ＧＡＰを作成し普及を

図っていますが、その基準内容にバラツキが大きいことが問題となり、農林水産省は、平成２２年４月

に、“農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン”を設けて、ＧＡＰに盛り込むべき管

理点を高度なレベルで整理し、国内のＧＡＰの共通基盤の整備を実施しました。 

また、NPO法人日本ＧＡＰ協会は、ＪＧＡＰの基準書と他のＧＡＰの基準書が同等であるかを確認し

て認証を与える制度（ＪＧＡＰ同等性認証）を整備して国内におけるＧＡＰの標準化を促進しています。

このＴ－ＧＡＰ（第3版）は、2013年12月25日に国内初のＪＧＡＰ同等性認証を取得しました。これに

より、Ｔ－ＧＡＰ（第3版）の基準書でＪＧＡＰ認証取得が可能になりました。（詳細は4章-5にて） 

 

５．国内茶業界のＧＡＰへの対応 

本県のＴ－ＧＡＰや、かごしまの農水産物認証制度（Ｋ-ＧＡＰ）、伊勢茶ＧＡＰ（Ｉ-ＧＡＰ）等、主要

産地でＧＡＰの認知と導入が進められています。また、茶商・飲料メーカー・流通業者等の買手側か

らの要請により、ＪＧＡＰ認証を取得する動きも増加してきています。大手茶商の中には、自ら農業経

営に参画しＪＧＡＰ認証、グローバルＧＡＰ認証を取得するなどの取組も見られます。 

茶は一般的に茶商の段階でブレンドされるため、ＧＡＰは国内統一基準を使用し、産地をあげてボ

リュームを持って取り組むことが重要です。その観点から今回、Ｔ－ＧＡＰ（第 3 版）がＪＧＡＰ同等性

認証を取得したことは、大いに価値があることです。 
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第２章 県内茶業界を取り巻く環境の変化 

 

近年お茶の生産を取り巻く環境は急速に変化しています。この変化の要因を見ると、生産者では

対応出来ない外的要因と、生産者内部で抱える内的要因に分けて考えられます。 

 

１．外的要因 

 

①茶における消費構造の変化 

ライフスタイルの多様化が進む中、急須でお茶を飲む家庭が減少し、リーフ茶需要の低下が進む

一方、近年好調であったドリンク系飲料も、ミネラルウォーター等の需要の伸びにより足踏み状態にあ

ります。更に、厳しい経済状況により、市場では低価格商品化が進行し、従来のような高級茶の消費

が減少しています。大手流通業者では、価格訴求と更なる安全・安心を両立出来るプライベートブラ

ンドの拡大を進めており、作れば売れる時代から、流通主導の市場へと構造が変化しています。 

 

②食品の不祥事とそれに伴う消費者意識の向上 

近年、相次いで報道された産地偽装や食品事故により、消費者はかつてないほど食品の安全・安

心に関心を持ち、購入に際し厳しい選別を行うようになりました。かつては海外の農産物に不祥事が

目立ちましたが、近年は国内でも頻繁に発生しており、“国産は安全”という国産神話も崩れつつあり

ます。 

 

③他産地との競争の激化 

上述のような流れから、近年、鹿児島や三重県等の茶産地でもＧＡＰにより農産物の信頼性を高

める動きが活発になってきました。 

海外においても中国が国を挙げてチャイナＧＡＰを整備しており、近い将来、科学的根拠を持った

安全で安価なお茶の輸出攻勢に転じる可能性も考えられます。 

静岡県は、日本一のお茶の生産地であり、今後もこれを維持していくためには、強い競争力をもつ

ことが必要となります。 

 

④海外への輸出促進 

海外では、健康志向の高まりから和食への関心が高まっており、年々緑茶輸出量は増加していま

す。しかしながら、茶の輸出にあたっては、輸出先の国の残留農薬基準をクリアする必要があります。

また、青果物については、欧州への輸出や、世界に販売網を持つ流通業者への販売に伴い、安全

性の証明として「グローバルＧＡＰ」または、それと同等のＧＡＰの取得が不可欠となっています。今後、

緑茶も同様の対応が必要となることが予想されます。 
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⑤環境に配慮した茶業経営の推進 

地球温暖化をはじめ、環境に配慮した持続的な経済発展が全世界的な課題となっています。こ

れまでの、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済社会から、循環型社会へ転換していく必要があり

ます。 

工業界では、エコ製品の開発や ISO14001 等により、環境に配慮した経営を実施しないとビジネス

にならない状況となっています。農業は、作物そのものがＣＯ２吸収に貢献していますが、機械化によ

る化石燃料の使用や、化学資材の多用により、環境に負荷をかけている側面も併せ持っています。 

 

⑥自然災害による経営リスクの増加 

地球環境の変化に伴い、温暖化やゲリラ豪雨等、近年、異常気象による自然災害も起こり易い状

況となっています。天災だから仕方ない部分もありますが、自然災害の影響を最小限に抑えるリスク

管理も必要になってきました。 

 

２．内的要因 

 

①経営の悪化 

近年、茶価が低下の一途をたどっており、現状のままでは採算割れする経営も発生するため、低

コスト茶業を早急に整える必要があります。また、茶商や食品企業などと連携した茶の新商品開発、

さらに、販路の開拓などが必要となります。 

 

②後継者不足 

茶業においては高齢化の進み方が著しく、後継者がいないため離農する生産者も少なくありませ

ん。耕作放棄茶園も増加しつつあり、様々な弊害をもたらしています。次代を担う生産者の育成は

個々の経営体の問題であるとともに、茶業界全体で取り組むべき課題と言えます。 

 

③多発する作業中の事故 

農業の機械化が進む一方で、不注意等による作業中の事故は後を絶ちません。また、限られた

季節に雇用される従事者等、農業経験の浅い生産者の事故も発生しています。労働環境を整備し、

不慮の事故から作業者を守ることも重要な責務です。 

 

④化学的資材の多投による弊害 

化学農薬や化学肥料の利用により、近代的な茶業経営が進められ、生産性や作業性は飛躍的

に向上しました。一方、それらは土壌、水質等の地球環境へ負荷をかけてきたことも事実です。 

今後も持続的に農業を実施するためには、化学農薬や化学肥料の削減をはじめとした、環境に配

慮した茶業経営が必要となってきます。 
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【県内茶業界を取り巻く環境】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 外的要因 ～ 

・茶における消費構造の変化 

（リーフ茶需要の低下・流通主導） 

・食品の不祥事とそれに伴う 

 消費者の意識の向上 

・他産地との競争の激化 

・海外への輸出の増加 

・環境に配慮した茶業経営 

・自然災害による経営リスクの増加 

～ 内的要因 ～ 

・経営の悪化 

・後継者不足 

・多発する作業中の事故 

・化学資材の多投による弊害 

・個別農家の取組だけでは限界がある 

・茶生産者、茶商、流通業者などを含めた県内全体の取組みにより

「静岡茶」の競争力を高める必要がある 

Ｔ-ＧＡＰにより、静岡茶の生産工程管理の徹底を図り、 

ブランド力向上により、茶業振興を図る 
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第３章 Ｔ
ティー

-ＧＡＰ
ギ ャ ッ プ

（Tea-Good Agricultural Practice）とは？ 

 

１．指導制度としての「Ｔ-ＧＡＰ」 

Ｔ-ＧＡＰは、茶の生産を行う上で、“良い農業のやり方”を、ＪＧＡＰ基準に準拠して、食品安全、労

働安全と福祉、環境への配慮、農場経営と販売管理の観点から、体系的に整理した「静岡茶」の生

産における指導制度です。 

Ｔ-ＧＡＰは、（公社）静岡県茶業会議所、静岡県、静岡県のＪＡグループが一体となって推進し、

ＪＡ茶技術員を中心としたＴ-ＧＡＰ評価員による評価等を経て、(公社)静岡県茶業会議所会頭名で

承認が出されます。但し、Ｔ-ＧＡＰは“第３者認証”を伴った認証制度ではありません。 認証制度は

あくまで、利害関係のない第３者が客観性を持って実施することにより成立するものです。 

第３者認証を伴うＧＡＰの取得希望者については、Ｔ-ＧＡＰにより生産工程管理を十分に整備した

上で、茶商や流通の実情に合わせ、ＪＧＡＰや、グローバルＧＡＰ等に取り組むことが必要となります。 

  

Ｔ-ＧＡＰは、日本ＧＡＰ協会が開発した「ＪＧＡＰ【茶】」及び「ＪＧＡＰ【団体事務局用】」をベースとし

て、生産工程管理のチェックのしやすさに重点をおいて作成しました。 

茶生産者は、Ｔ-ＧＡＰに取り組むことで、ＪＧＡＰの認証を目指す場合にもスムーズに移行すること

が出来ます。今回、ＪＧＡＰ同等性認証を取得したことで、より一層ＪＧＡＰ認証が容易になりました。 

※Ｔ-ＧＡＰへのＪＧＡＰ基準類の引用は、日本ＧＡＰ協会の了解を得て実施しています。 

 

２．Ｔ-ＧＡＰ導入のメリット 

Ｔ-ＧＡＰを茶生産者が導入するメリットを以下に整理しました。 

 

（１）茶生産者にとって 

①事業者として法令や基本的マナーの遵守が可能となり、社会的責任が果たせるようになります。 

②事故やクレーム等の経営リスクを排除出来、持続可能な農業経営が可能となります。 

③ルールの明確化により、作業の標準化が進み、効率的な生産が可能となります。特に、共同荒

茶工場などにおいては、組織の経営形態のあり方を見直す良い機会となります。 

④自己審査及びＴ-ＧＡＰ評価により、“良い農業”に対して、自分がどのレベルにあるのかを知るこ

とが出来ます。更に継続的な改善により、意欲的で発展する農業経営が可能となります。 

⑤Ｔ-ＧＡＰにより買い手に安心感を与え、契約取引や継続取引が可能となり、経営が安定しま

す。 

⑥買い手による第２者監査や、保健所等による行政指導にも的確に対応出来ます。 

⑦買い手からのＪＧＡＰ、グローバルＧＡＰ等の第３者認証の要請にも、スムーズに移行し対応する

ことが出来ます。 

 



 ９ 

（２）茶商や流通等の買い手側にとって 

①信頼出来る取引が行える仕入先（荒茶工場）が選定出来、消費者に自信を持って商品を提供

出来るようになります。 

②買い手による第２者監査を実施する手間や、商談において安全等のリスクを確認する手間が大

幅に軽減されます。 

③原料段階から責任が生じるＰＢ（プライベートブランド）製品の開発や信頼出来る原料調達に活

用出来ます。 

④海外向け商品の開発や販売促進に活用出来ます。 

⑤ＪＧＡＰやグローバルＧＡＰの認証取得に対する依頼が、スムーズに出来るようになります。 

 

※①～⑤は、公開された茶生産者のＴ-ＧＡＰ評価結果を確認することで可能となります。 

 

（３）行政・ＪＡ等にとって 

①茶の生産から加工までの体系だった営農指導のコアツールとして活用出来ます。 

②産地ブランドを向上させ、産地振興を図るためのツールとなります。 

③茶業の振興により、地域産業全体の活性化が図られます。 
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【Ｔ-ＧＡＰを基礎とした販売戦略のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ-ＧＡＰへの取組み 

 

 

 

 

 

 

茶生産農家・荒茶工場 

 

営農指導 

T-GAP 評価 

 

Ｔ-ＧＡＰへの 

取組をアピール 

産地としてのリスク

回避・ブランド向上 

安心出来る 

仕入先を選択 

Ｊ  Ａ 

・ 

行  政 

 

・茶商 

Ｔ-ＧＭＰ 

ＩＳＯ 

・飲料ﾒｰｶｰ 

・流通業者 

・消費者 

 

 

 

営農指導の 

コアツール 

生産者自身の 

改善ツール 

仕入先の 

選別ツール 

Ｔ-ＧＡＰを有効に活用し、推進していくためには、農家や荒茶工場だけの取り組みだけでは充分とはい

えません。農家や荒茶工場を指導する地域のＪＡや産地全体のブランド育成に努める行政のサポートが

求められます。 また、生産者のＴ-ＧＡＰへの取り組みを理解・評価し、これから積極的に茶を仕入れる

茶商や流通業者の力も不可欠となります。 

Ｔ-ＧＡＰは、これに関わる全ての生産者・茶商、流通業者、ＪＡ、行政などの積極的な取り組みによ

り、静岡県茶業の振興を図ります。 

 

 

静岡茶が世界へ 

顧客独自及び海外要求事項への対応 

ＪＧＡＰへの取組み 

国内での更なる取引機会の拡大へ 

選ばれる「静岡茶」ブランド、選ばれる生産地へ 
 

差異を追加 

 

基準は同等 

米国法規（FDA-GAP） 

グローバル GAP 

独自確認したい買手 

JGAPを評価する買手 

＊JGAP取組宣言を含む 

T-GAPを評価する買手 

 

①級 

②級 

③級 

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ 

JGAP 英語版も活用

できる 
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第４章 Ｔ-ＧＡＰ制度の説明 

１．Ｔ-ＧＡＰの基本的な仕組み 

 

（１）Ｔ-ＧＡＰとＪＧＡＰの関係図 

Ｔ-ＧＡＰは、ＪＧＡＰのように“第３者認証”を伴った認証制度でなく、生産工程管理の取組状況に

ついて JA が評価し、(公社)静岡県茶業会議所が１級・２級・３級の３ランクで承認するものです。評

価に使用する基準書（チェックリスト）自体はＪＧＡＰと同等です。これに外部の審査機関の点検が追

加されるとＪＧＡＰ認証となります。Ｔ-ＧＡＰ１級の承認が得られた茶生産者は、ＪＧＡＰにスムーズに

移行出来る可能性が高いといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｔ-ＧＡＰのランク】 

ランク 必須 重要 努力 

項目数 
茶栽培編/荒茶工場編 

98 /176 

茶栽培編/荒茶工場編 

59 / 39 

茶栽培編/荒茶工場編 

17 / 15 

１級 １００％ ９５％ ― 

２級 １００％ ５０％ ― 

３級 １００％ ― ― 

※第 2 版にあった３級必須項目は無くなりました。 

※“努力”は承認判断に影響はしませんが、積極的に取り組むことが望まれます。 

JA による評

価及び茶業

会 議所 に よ

る内部承認 T-GAP 
【３級】 

【２級】 

【１級】 

 

外部審査機関による 

審査・認証（第３者認証） 

チェックリストは 

ＪＧＡＰと同等 

ＪGAP 
 外

部
点
検
を
追
加 
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（２）Ｔ-ＧＡＰのチェック～承認までの流れ 

 

個別　　・　団体担当ＪＡ： JA担当評価員： 自己審査日：　　　　　年　　　　月　　　　日

農家番号（団体の場合のみ）：

　　　　　　　　　　　　ティー　ギャップ 

Ｔ-ＧＡＰ チェックシート 【茶栽培編】
（Tea‐Good Agricultural Practice）

第３版 ： ２０１３年１２月２５日　改訂

荒茶工場名： 農家名：

JGAP同等性認証取得

【静岡県の良い茶業経営のための指導制度】

 

 

個別　　・　団体担当ＪＡ： JA担当評価員： 自己審査日：　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　ティー　ギャップ 

Ｔ-ＧＡＰ チェックシート 【荒茶工場編】
（Tea‐Good Agricultural Practice）

第３版 ： ２０１３年１２月２５日　改訂

荒茶工場名：

JGAP同等性認証取得

【静岡県の良い茶業経営のための指導制度】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶

生

産
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が 

チ

ェ
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ク 

荒

茶

工

場

が 

チ

ェ

ッ

ク 

 

 
自己審査により、１級・２級・３級のレベルが判明 

 
 

 
評価希望者は自己審査結果を地域のＪＡを通じて提出 

 

 

 (公社)静岡県茶業会議所会頭が「Ｔ-ＧＡＰ承認書」を発行 
 

 

Ｔ-ＧＡＰ推進協議会（静岡県茶業会議所内） 

① Ｔ-ＧＡＰ評価員による評価 

② 評価結果を評価部会長へ報告 

③ 評価結果の妥当性の確認 

④ Ｔ-ＧＡＰ推進協議会長の承諾 
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２．Ｔ-ＧＡＰの運営 

（１）運営組織 

Ｔ-ＧＡＰは、（公社）静岡県茶業会議所の中に、｢Ｔ-ＧＡＰ推進協議会｣を設け、運営します。また、

承認は「Ｔ－ＧＡＰ承認委員会」が行います。 

【運営組織図】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基準作成部会 
総合案内、チェックリスト、解説等の作成・改訂を実施します。専門家の意

見も反映させレベルの高い基準づくりを行います。 

② 生産者指導部会 茶生産者へＴ-ＧＡＰ制度やチェックリストの説明及び指導を実施します。 

③ 評価部会 

「Ｔ-ＧＡＰ評価員」が、茶生産者のＴ-ＧＡＰへの取組み状況を評価し、評価

結果を評価部会長へ報告します。評価部会長は、評価結果の妥当性を確

認し、Ｔ-ＧＡＰ推進協議会長が承諾することで、等級に応じた「Ｔ-ＧＡＰ承

認書」を、（公社）静岡県茶業会議所会頭名で発行します。 

④ 評価員管理部会 

評価が適切に実施出来るＴ-ＧＡＰ評価員の教育と登録を実施します。Ｔ-

ＧＡＰ評価員は、ＪＧＡＰ内部監査員の資格を有していることが条件となりま

す。 

⑤ 広報部会 
Ｔ-ＧＡＰ制度普及のための広報活動や、生産者のＴ-ＧＡＰ評価結果を、茶

業会議所のホームページ等で公開し広報します。 

⑥ 総合調整部会 

Ｔ-ＧＡＰ制度に係る関係団体との調整や、Ｔ-ＧＡＰ制度とその他認証制度

との調整、ＧＭＰ（仕上茶工程等における適切な加工管理）の推進等に向け

た総合調整を行います。 

T-GAP 
推進協議会長 

基準作成部会 

評価部会 

生産者指導部会 

事務局 
（茶業会議所） 

広報部会 

ＪＡ・経済連・行政 荒茶工場 

茶生産農家 

評価員管理部会 

Ｔ-GAP 評価員 

T-GAP 推進協議会 

【静岡県茶業会議所、静岡県、ＪＡ静岡経済連】 

総合調整部会 

T-GAP 承認委員会 
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（２）Ｔ-ＧＡＰの適用範囲と取扱い 

 

Ｔ-ＧＡＰでは、茶生産者における茶の栽培と荒茶工場における以下の活動を対象とします。 

※Ｔ-ＧＡＰには、仕上茶の製造工程は含みません。 

 

茶栽培管理 
定植・改植、農薬使用、施肥、耕起、整枝、更新、摘採、生葉運搬、生葉投

入及び関連する活動 

荒茶工場管理 
生葉受取、生葉保管、荒茶製造、梱包、荒茶保管、荒茶運搬及び関連する

活動 

 

また、Ｔ-ＧＡＰの指導・評価・承認は、個人・団体を問わず荒茶工場を１つの単位として実施しま

す。生葉農家の方が単独で指導・評価を受けることは出来ません。生葉農家は、必ずどこかの荒茶

工場に属する形で指導・評価を受けることとなります。 

 

（３）Ｔ-ＧＡＰで使用する文書 

 

Ｔ-ＧＡＰ推進協議会では、以下の文書を発行してＴ-ＧＡＰを推進します。 

文  書 内  容 

① Ｔ-ＧＡＰ 総合案内  本文書。全体の制度説明がされている。 

② Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【茶栽培編】  茶栽培工程で実施すべき基準。 

③ Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【荒茶工場編】  荒茶製造工程で実施すべき基準。 

④ Ｔ-ＧＡＰ解説集【茶栽培編】  ②の具体的な実践事例等を説明。 

⑤ Ｔ-ＧＡＰ解説集【荒茶工場編】   ③の具体的な実践事例等を説明。 

 

上記の文書の著作権は、（公社）静岡県茶業会議所が所有しますが、茶業界に携わる全ての関

係者が利用することが出来ます。ただし、これらの文書より二次的著作物の作成を検討する場合は、

（公社）静岡県茶業会議所に許諾を得る必要があります。 

また、これらの文書は、茶業振興費で作成されているため、（公社）静岡県茶業会議所の会員及

びその構成員には（公社）静岡県茶業会議所が窓口となって配布いたします。会員及びその構成員

以外の方の入手は、（公社）静岡県茶業会議所にお問い合わせ下さい。 
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３．Ｔ-ＧＡＰの導入にあたって 

 

（１）茶商の理解 

買い手である茶商などが、十分にＴ-ＧＡＰを理解し活用出来るよう、茶商などに対し、Ｔ-ＧＡＰ

の制度と目的と内容を説明する必要があります。 

【広報部会】 

 

（２）ＪＡ経営層の理解 

Ｔ-ＧＡＰは、各ＪＡにおいて、今後の、営農指導における根幹のツールとなります。 

各ＪＡの理事等が、Ｔ-ＧＡＰの制度と目的を十分に理解し、Ｔ-ＧＡＰを指導・普及するための、

人・時間・予算等の経営資源を確保する必要があります。 

【広報部会】【各ＪＡ】 

 

（３）Ｔ-ＧＡＰ指導員・Ｔ-ＧＡＰ評価員の育成 

各ＪＡでＴ-ＧＡＰを指導及び評価する職員を育成する必要があります。Ｔ-ＧＡＰ評価員は、ＪＧ

ＡＰ内部監査員の資格が要求されます。 

【評価員管理部会】 【各ＪＡ】 

 

（４）Ｔ-ＧＡＰ推進計画の立案 

Ｔ-ＧＡＰ指導員・Ｔ-ＧＡＰ評価員の育成状況と併せ、中・長期計画として、Ｔ-ＧＡＰ３級、２級、

１級の承認計画が必要となります。 

【各ＪＡ】 ⇔ 【生産者指導部会】 

 

（５）生産者への指導 

１）合同研修 

Ｔ-ＧＡＰの目的・制度及びＴ-ＧＡＰチェックシートの概要を、荒茶工場の合同研修として実

施する必要があります。 

【生産者指導部会】 【各ＪＡ】 

 

２）個別指導 

荒茶工場ごと（またはグループごと）に、実際のＴ-ＧＡＰチェックシートに基づき指導を実施

します。 

【各ＪＡ】 
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４．Ｔ-ＧＡＰの評価方法 

 

【Ｔ-ＧＡＰ評価のイメージ図】 

ランク 条件

１級 必須１００％
重要９５％

２級 必須１００％
重要5０％

３級 必須100％評価希望者

対象者 評価方法

評価希望者

書類提出＋現地確認
によるT-GAP評価

書類提出によるT-GAP評価

※自己審査結果を確認した後、
農家の倉庫・圃場、工場での実態
を確認

※自己審査結果のみを確認

 

 

（１）適合性評価 

 

①自己審査 

各ＪＡでＴ-ＧＡＰの指導を受けて運用を実施した荒茶工場及び茶生産農家は、自己審査を実施

して、自分で１級、２級、３級をまず判定してもらいます。 

自己審査は、別冊「Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【茶栽培編】」及び「Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【荒茶工

場編】」の適合基準を満たしているかどうかを自分自身で確認してチェックをつける作業のことです。

団体＊注１）であれば一緒に行うとよいでしょう。適合基準には、“必須”、“重要”、“努力”の項目があ

りますが、それぞれ何パーセントを満たしたかによって等級のランクが決定されます。判定結果は、別

冊「Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【茶栽培編】」及び「Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【荒茶工場編】」の中にある

『６．Ｔ－ＧＡＰ自己審査総括表』に集計して記録します。 

 

＊注１）“団体”とは、自園自製以外の共同工場・協同組合・買葉製造業等の複数の経営者が工程

管理に関与している場合を指します。「Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【茶栽培編】」は、基本的に各農家へ

の要求ですが、団体としてクリアできていれば確実で効率的に工程管理が実施できます。例えば、管

理点 5.5.3（必須）で要求されている“摘採前までに、農薬の使用基準を遵守していることを農薬使用

記録で確認している。”という適合基準に対して、工場側の人間が履歴を回収して確認しているので

あれば、団体でその管理点をクリアしていることになり、各農家では団体管理の欄に“○”を記入すれ

ばよいこととなります。 巻末に団体で取組む場合のチェック方法を示していますので、参考にして下

さい。 
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②Ｔ-ＧＡＰ評価の申し込み 

Ｔ-ＧＡＰの評価希望者は、自己審査結果に基づき、ＪＡに評価申請をします。 

 

③Ｔ-ＧＡＰ評価（自己審査結果の評価） 

Ｔ-ＧＡＰ評価員が、自己審査結果の妥当性を判断します。３級申請の場合は、この妥当性確認

のみで３級かどうかを評価します。１級・２級申請の場合は、少なくとも３級をクリアしていることが次の

現地確認への移行条件となります。 

 

④Ｔ-ＧＡＰ評価（現地確認） ※１級、２級の場合のみ 

Ｔ-ＧＡＰ評価員が、茶工場や農家の倉庫・圃場に伺って、別冊「Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【茶栽培

編】」及び「Ｔ-ＧＡＰ チェックシート【荒茶工場編】」の適合基準を満たしているかどうかを評価します。

記録での確認に加え、作業実態・現場を必要に応じて確認します。 尚、共同工場等の場合には、

ランダムに生葉農家をサンプリングして確認します。評価の結果は、１級、２級、３級に判定されま

す。 

 

⑤Ｔ-ＧＡＰ評価結果の連絡と公表 

評価の結果は、Ｔ-ＧＡＰ推進協議会の評価部会の確認を経て、それぞれの等級を（公社）静岡

県茶業会議所が承認し、申請者に「Ｔ-ＧＡＰ承認書」を発行します。「Ｔ-ＧＡＰ承認書」の有効期間

は３年間です。また、この結果は、（公社）静岡県茶業会議所のホームページで公表されます。 

 

※Ｔ-ＧＡＰは認証制度ではありませんので、不適合の是正処置要求及び是正結果の確認は致しま

せん。「Ｔ-ＧＡＰ評価報告書」が送付されるので、それを見て自身で継続的に改善を図ります。 

 

⑥Ｔ-ＧＡＰ評価のタイミングと確認方法 

Ｔ-ＧＡＰ評価は、初回評価、維持評価、更新評価の 3 種類があります。 

 

１）初回評価 

初回評価については、とくにタイミングを定めません。例えば、摘採前でＴ-ＧＡＰに基づく工場

運営が確認出来なくても、運営準備が出来ていることが記録様式等で確認出来れば構いま

せん。但し、管理点は全て確認します。 

 

２）維持評価（１級と２級のみ） 

すべての管理点の評価は実施しませんが、毎年、重要な工程（荒茶製造・摘採・農薬使用

等）について現地確認が出来るように計画して評価します。 評価結果によっては、等級の格

下げもあります。 

 



 １８ 

３）更新評価 

管理点は全て確認します。評価結果によっては、等級の格下げもあります。また、 

３年間の改善状況も確認します。 

 

⑦承認の一時停止または取り消し 

Ｔ-ＧＡＰ承認を受けた生産者が、下記に該当する場合、承認の一時停止または取り消しとなるこ

とがあります。 

１）維持評価を受けなかった場合（１級、２級のみ） 

２）３年間の有効期間内に更新評価を受けなかった場合 

３）Ｔ-ＧＡＰ承認にふさわしくないと判断された場合 

 

⑧Ｔ－ＧＡＰの版が変わった場合の対応 

Ｔ－ＧＡＰの基準書が改訂されて版が変わった場合でも、既に所有している承認書の有効期限まで

は旧版の効力は有効です。次回の更新評価を最新版で受けて下されば結構です。 

また、旧版での有効期限前に新版で前倒しして更新評価を受けることも可能です。尚、初回評価

については、その時点で発行されている最新版で評価を受けて下さい。 

 

（２）優良な取組の別評価 

適合基準を満たす手段は生産者によって様々であると思いますが、特に有効性が高いと思われ

る取組を一部の管理点において“優良取組”として紹介しています。尚、この“優良取組”の評価

は、適合性評価に何ら影響を及ぼすものではありません。 

事例； 適合基準＝生葉の搬送中に油類が漏洩して生葉に付着しないようにしている。 

 

・手段Ａ＝荷台には生葉以外のものを載せないようにしている。 

・手段Ｂ＝荷台に載せる燃料タンクは確実に栓をして車両にヒモで固定する。また、可搬機を生葉

と一緒に搬送する場合は、可搬機の下に油分吸着シートを敷く。 

上記事例では、明らかに手段Ａの方が、確実で有効な運用手段といえます。このような優れた取

組みは、解説欄に“※優良：＊＊＊”として紹介されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １９ 

効率的な“T-GAP3 級”への取り組み事例【団体の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２０ 

５．ＪＧＡＰ同等性認証について 

 

（１）ＪＧＡＰ基準書とＴ－ＧＡＰ基準書との関係 

Ｔ－ＧＡＰ（第 3 版）は以下のイメージで作成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＪＧＡＰ同等性認証を取得したＴ－ＧＡＰ 

 ・Ｔ－ＧＡＰ【茶栽培編】第 3 版 

 ・Ｔ－ＧＡＰ【荒茶工場編】第 3 版 

■基準となるＪＧＡＰ 

・ＪＧＡＰ（茶）２０１２ 

■ベースとなるＴ－ＧＡＰ 

・Ｔ－ＧＡＰ【茶栽培編】第 2 版 

 ・Ｔ－ＧＡＰ【荒茶工場編】第 2 版 

 

※ＪＧＡＰの団体認証には、ＪＧＡＰ団体事務局用の基準書（団体の統治状況を点検する基準）が別

途必要です。Ｔ－ＧＡＰはＪＧＡＰ団体事務局用の基準書とのＪＧＡＰ同等性認証は取得していませ

ん。団体認証の場合は、ＪＧＡＰ団体事務局用の基準をそのまま使用します。 

 

（２）Ｔ－ＧＡＰ（第 3 版）を使ったＪＧＡＰ認証とは 

ａ．個別認証（自園自製等）の場合 

 

審査基準                審査のルール                 認証書 

 

 

 

 

 

 

Ｊ
の
み 

Ｔ
の
み 

Ｊ
と
Ｔ
共
通 

Ｔ
の
み 

Ｊ
と
Ｔ
共
通 

Ｔ（第 2 版） Ｔ（第 3 版） 

同等性認証によりＪ

のみ部分を追加 

T-GAP ﾁｪｯｸｼｰﾄ 
（第 3 版） 

【茶栽培編】 
【荒茶工場編】 

JGAP 
総合規則 

JGAP 認証書 

※JGAP の審査員が審査 ※JGAP の審査機関が発行 



 ２１ 

ａ．団体認証の場合 

 

審査基準                審査のルール                 認証書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意１） 

JGAP 同等性認証とは、Ｔ－ＧＡＰの基準書がＪＧＡＰの基準書と同等であると認められたことを指し

ているのであって、Ｔ－ＧＡＰ①級承認がそのままＪＧＡＰ認証ということではありません。あくまで、審

査のルールは JGAP 総合規則に則り JGAP の審査・認証機関が審査を実施するものです。いわば、

基準は同じであっても、その点検の仕方がより厳格であるということになります。 

 

注意２） 

JGAP の審査では、ＪＧＡＰに係る部分のみを審査しＪＧＡＰ認証書を発行します。Ｔ－ＧＡＰのみの要

求部分については、審査の対象としません。下図のイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）Ｔ－ＧＡＰ（第 3 版）を使ったＪＧＡＰ認証の取得方法 

Ｔ－ＧＡＰ③級 → Ｔ－ＧＡＰ②級 → Ｔ－ＧＡＰ①級 → ＪＧＡＰ認証 というステップアップが望

ましいですが、特に制限はありません。ＪＧＡＰ認証に挑戦できるかどうかは、担当のＪＡに確認してみ

てください。尚、Ｔ－ＧＡＰ評価・承認は無料ですが、ＪＧＡＰ審査・認証には料金が発生します。従っ

て認証取得する目的を明確にして取り組む必要があるでしょう。（買手先からの要求がある等） 

T-GAP ﾁｪｯｸｼｰﾄ 
（第 3 版） 

【茶栽培編】 
【荒茶工場編】 

JGAP 
総合規則 

JGAP 認証書 

※JGAP の審査員が審査 ※JGAP の審査機関が発行 JGAP 団体事務局用 
管理点と適合基準 

Ｔ
の
み 

Ｊ
と
Ｔ
共
通 

この部分のみ

を審査 



 ２２ 

 

（４）Ｔ－ＧＡＰ（第 3 版）を使ったＪＧＡＰ取組宣言の活用 

ＮＰＯ法人日本ＧＡＰ協会では、ＪＧＡＰの認証を 2 年後に取得する意思を有している生産者・団体に

対して『ＪＧＡＰ取組宣言』の制度を無料で整備して、同会のホームページ上で公表しています。その

ホームページを見た買手先が、ＪＧＡＰ認証はなくとも取組む意志があることを前向きに評価してくれ

て、優位販売につながる可能性があります。このＪＧＡＰ取組宣言は、同等性の認められたＧＡＰも対

象となるため、Ｔ－ＧＡＰ（第 3 版）も対象となります。（Ｔ－ＧＡＰ（第 2 版）は対象になりません。） 

条件についての概要は以下の通りです。（詳細は、同会のホームページに規約等が掲載されてい

ますので、そちらをご覧ください。） 

 

①ＪＧＡＰ指導員とともにＴ－ＧＡＰ（第 3 版）で仕組みを構築する。（団体の場合にはＪＧＡＰ団体事

務局用 管理点と適合基準も併せて） 

※ＪＧＡＰ指導員については、ＪＡのＴ－ＧＡＰ評価員が条件を満たしています。 

 

②ＪＧＡＰ指導員と共に自己点検を実施する。 

※ここで不適合があって改善が未完了であっても構いません。③に進んで下さい。 

※『７．ＪＧＡＰ自己審査総括表』を利用して下さい。 

 

③「ＪＧＡＰ取組宣言書」に必要事項を記入し自己点検の結果と共に、日本ＧＡＰ協会へ提出する。 

 

④日本ＧＡＰ協会は、登録番号を付与し、ＪＧＡＰ取組農場・団体として同会のホームページで公開

します。 

 

⑤「ＪＧＡＰ取組宣言書」に記載した認証取得の目標時期までに自分の農場・団体を改善します。 

※有効期限は 2 年間です。2 年経過して認証に至らない場合には登録は抹消されます。再び取組

宣言をすることは 1 年後までできません。 

 

⑥ＪＧＡＰ審査機関による外部審査の実施 

 

⑦⑥で指摘された不適合に対する是正処置の実施 

 

⑧ＪＧＡＰ認証取得 
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ＭＥＭＯ 
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編集・発行 Ｔ-ＧＡＰ推進協議会 

 

 

（公社）静岡県茶業会議所・ＪＡ静岡経済連・静岡県 

事務局：〒４２０－０００５ 静岡市葵区北番町８１番地（公益社団法人静岡県茶業会議所 内） 

ＴＥＬ：０５４―２７１－５２７１    ＦＡＸ：０５４―２５２－０３３１ 

 

 

 

 

※この文書は、茶業振興費で作成しております。 


